
宇部市新しい生活様式に対応した住宅リフォーム補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、住宅における新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済

活動の維持両立を図るために、居住形態のある住宅の感染症対策に加え、在宅ワーク

スペースの確保や健康・省エネ住宅に資するリフォーム工事（以下「工事」という。）

を実施する者に対し、予算の範囲内で宇部市新しい生活様式に対応した住宅リフォー

ム補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（定義） 

第１条 この要綱において「住宅」とは、市内にある戸建て住宅、店舗併用住宅（住 

宅以外の部分を除く）、共同住宅、長屋、マンションをいう。 

 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次の各号

のすべてに該当する者とする。 

（１）宇部市の住民基本台帳に記録されている者。 

（２）自己又は 2 親等以内の親族が所有する既存住宅のリフォーム工事を実施する

者、若しくは、所有者の承諾を受けている賃借人で既存のリフォーム工事を

実施する者。 

（３）市税を滞納していない者。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付対象としないものとす 

る。 

（１）補助対象者が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という）第 2 条第 6 号に規定

する暴力団員をいう。）でない者、又は暴力団（暴力団対策法第 2 条第 2 号に

規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と密接な関係を有しない者。 

 

（補助対象工事） 

第４条 補助金の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、新型コロナ

ウイルス感染症対応工事（別表１）及び健康・省エネ住宅に資するリフォーム工

事（別表２）とし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する工事とする。 

 （１）市内施工業者（市内に本店、支店又は営業所を有する施工業者であって、申 

請者を除くものをいう。）を利用して施工する工事であること。 

（２）国や県で実施するコロナウイルス感染症対策の補助金及び市で実施している 

他の助成等（助成金、補助金などの金銭給付の一切をいう。）を受けていない

又は受ける予定のない工事であること。 

 



（３）新型コロナウイルス感染症対応工事に要する経費が５万円以上（消費税を除

く）の工事であること。 

（４）健康・省エネ住宅に資するリフォーム工事は、新型コロナウイルス感染症対

応工事と併せて行う工事であること。 

（５）過去宇部市健康・省エネ住宅リフォーム助成制度を受けた者は、新型コロナ

ウイルス感染症対応工事のみを対象とする。 

（６）第６条第１項の規定による交付決定の通知後に着手し、令和４年１月３１日

までに第１２条第１項の規定による工事完了報告書の提出が可能な工事であ

ること。ただし、令和２年１０月１７日から令和３年５月３１日までの期間に

着手した工事、又は工事着手の予定が決定しているもので、補助対象となる工

事前の写真があることなど補助要件の確認ができる工事であること。 

（７）同条第６号のただし書きは、新型コロナウイルス感染症対応工事について適

用し、健康・省エネ住宅に資するリフォーム工事には適用しない。 

（８）関係する法令等を遵守して行う工事であること。 

 

（補助金の交付額） 

第５条 補助金の交付額は、補助対象工事に要する経費（消費税を除く）の２分の１

に相当する金額（その金額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた金額）とし、１５万円を限度とする。 

２ 前項の規定による補助対象工事に要する経費は、「新型コロナウイルス感染症対

応工事」及び「健康・省エネ住宅に資するリフォーム工事」の金額を合算したもの

とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 申請者は、補助対象工事の着手前に、宇部市新しい生活様式に対応した住宅

リフォーム補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に申

請しなければならない。 

(１) 住宅位置図 

(２) 工事内容が確認できる図面、資料等 

(３) 工事見積書の写し（工事内容が確認できるもの） 

(４) 工事前の状態が確認できる書類（住宅の全景、工事予定箇所がわかる写真等） 

(５) 対象住宅の所有者がわかる書類（登記事項証明書等） 

(６) 市税の滞納がないことがわかる書類（市税の滞納がないことの証明書の写し） 

(７) 施工業者の事業所（本店、支店又は営業所）が市内にあることの書類（個人 

事業者の場合は代表者の住民票の写し、法人の場合は登記簿又は法人所在証明の

写し 

（８）その他市長が必要と認める書類 



２ 市長は、前項の申請があったときは、申請書類の内容を審査のうえ、適当と認め

るときは、予算の範囲内において、補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）

をし、宇部市新しい生活様式に対応した住宅リフォーム補助金交付決定通知書（様

式第２号）により前項の申請者（以下「補助対象者」という。）に通知するものと

する。 

 

（補助金の交付） 

第７条 補助金の交付は、同一所有者及び同一住宅に対し、１回に限り補助するもの

とする。ただし、令和２年度に実施した「宇部市新しい生活様式に対応した住宅リ

フォーム補助金」の交付を受けた事業者及び事業所は補助金の交付を受けることは

できないものとする。 
 

（工事の着手） 

第８条 補助対象工事の着手は、交付決定通知後に行わなければならない。 

 だたし、新型コロナウイルス感染症対応工事で、令和２年１０月１７日から令和３

年５月３１日までの期間に着手した工事又は工事着手の予定が決定しているもの

はこの限りではない。 

 

（工事の内容の変更及び交付変更決定） 

第９条 補助対象者は、交付決定を受けた後、補助対象工事の内容を変更（市長が認

める軽微な変更を除く。）しようとするときは、宇部市新しい生活様式に対応した

住宅リフォーム補助金交付変更申請書（様式第３号）に、次に掲げる書類を添えて

市長に申請しなければならない。ただし、交付決定後の交付額の増は行わないもの

とする。 

(１) 工事見積書の写し（工事内容が確認できるもの） 

(２) 工事変更内容が確認できる図面、資料等 

(３) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、申請書類の内容を審査のうえ、適

当と認めるときは、宇部市新しい生活様式に対応した住宅リフォーム補助金交付変

更決定通知書（様式第４号）により、補助対象者に通知するものとする。 
 

（変更工事の着手） 

第 10 条 補助対象工事の内容を変更しようとする工事の着手は、交付変更決定通知

後に行わなければならない。 
 

（工事の中止） 

第 11 条 補助対象者は、交付決定を受けた後、補助対象工事を中止しようとすると

き、又は補助対象工事の工事金額が第４条第３号に規定する金額を下回ることが判



明したときは、工事中止届（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 
 

（完了報告等） 

第 12 条 補助対象者は、補助対象工事が完了したときは、その完了した日から起算

して３０日以内又は令和４年１月３１日のいずれか早い日までに、宇部市新しい生

活様式に対応した住宅リフォーム補助金工事完了報告書（様式第６号）に次に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 工事に要した費用の領収書の写し等 

(２) 工事完了写真  

(３) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の工事完了報告書が提出されたときは、その内容を検査するものと 

する。この場合において必要があると認めるときは、補助対象者、施工業者その他

関係者に報告を求め、又は実地調査を行うことができる。 

 

（補助金の額の確定） 

第 13 条 市長は、前条の検査の結果、実施された補助対象工事の内容が、適当と認

めるときは、補助金の交付額を確定し、宇部市新しい生活様式に対応した住宅リフ

ォーム補助金交付確定通知書（様式第７号）により、補助対象者に通知するものと

する。 

 

（補助金の交付等） 

第 14 条 補助対象者は前条の交付確定通知を受けたときは、速やかに宇部市新しい

生活様式に対応した住宅リフォーム補助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出

しなければならない。 

２ 市長は前項の提出があったときは、補助対象者に対して、速やかに補助金を交付

するものとする。 
 

（交付決定の取消し等） 

第 15 条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を

取り消すことができる。 

(１) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。 

(２) この要綱に違反したとき。 

(３) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、補助対象者に対し、宇

部市新しい生活様式に対応した住宅リフォーム補助金交付決定取消通知書（様式第

９号）により、通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しに関し、既に補助金が交付されているときは、

補助対象者に対し、宇部市新しい生活様式に対応した住宅リフォーム補助金返還命



令書（様式第１０号）により、補助金の返還を命ずるものとする。 

（財産の管理） 

第 16 条 補助対象者は、工事が完了した後も、当該工事により取得し、又は効用が

増加した財産を善良な状態でかつ管理者の注意をもって管理しなければならない。 

 

（その他） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 
 

   附 則 

この要綱は、令和２年８月１２日から施行する。 

この要綱は、令和３年５月１０日から施行する。 

 

別表１ 

新型コロナウイルス感染症対応工事 

 

① 在宅ワークスペースを確保するための改修工事 

② 接触を低減するための改修工事 

③ 衛生環境に配慮した改修工事 

④ 換気に配慮した改修工事 

⑤ その他「新しい生活様式の取り組み」と認められる工事 

 

 

別表２ 

健康・省エネ住宅に資するリフォーム工事 

 

① 断熱ユニットバス、浴室暖房機、床暖房設備など 

② バリアフリー化（段差解消、スロープ、手摺り、引き戸） 

③ 屋根・外壁等の断熱化施工 

④ 断熱ガラス・断熱サッシ 

⑤ 高効率給湯器など 

⑥ 節水トイレ 

⑦ ビルトイン食器洗浄機 

⑧ 国内産木材による内外装仕上げ 

⑨ 太陽光発電設備 

⑩ 太陽熱利用設備 

⑪ 上記工事に類するもの 

 


